
 

教育委員会教育長訓令甲第１号 

 天理市教育委員会事務処理規程（昭和62年３月天理市教育委員会教育長訓令

甲第２号）の一部を次のように改正する。 

  令和６年３月19日 

                         天理市教育委員会  

                         教育長 伊勢 和彦  

 第５条教育総務課長の項に次の２号を加える。 

 (12) 学校給食に関すること。 

 (13) 児童及び生徒の就学事務に関すること。 

 第５条まなび推進課長の項中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を

第３号とし、第５号を削り、第６号を第４号とし、第７号を第５号とする。 

   附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 


